
発
行'

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合
併
協
議
会

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
議
会
だ
よ
り

vol.1

編
集'

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合
併
協
議
会
事
務
局

〒
３
３
８-

０
０
０
１
埼
玉
県
与
野
市
上
落
合
２
丁
目
３
番
４
号

電

話
　
０
４
８
・
８
５
１
・
０
１
５
５

フ
ァ
ッ
ク
ス

０
４
８
・
８
５
１
・
０
１
６
０

発
行
日'

平
成
12
年
７
月
１
日

●
埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
取
扱

い
（1）
／
一
般
職
の
職
員
の
身
分

の
取
扱
い

職
員
は
す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
職

員
の
身
分
は
、
地
方
公
務
員
法
や
地
方
公

営
企
業
法
及
び
新
市
の
規
程
等
に
よ
っ
て

取
り
扱
う
よ
う
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

小
委
員
会
か
ら
の
報
告

【
第
１
小
委
員
会
】
合
併
の
期
日
は
、
２
０

０
０
年
度
中
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
が
、意
見
集
約
に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
は
、
次

回
以
降
に
協
議
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

【
第
２
小
委
員
会
】
新
市
名
称
の
審
議
日

程
等
を
協
議
し
ま
し
た
が
、
意
見
集
約
に

至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
第
３
小
委
員
会
】
新
市
の
事
務
所
の
位

置
を
「
当
面
の
問
題
」
と
「
将
来
の
問
題
」

に
分
け
て
協
議
し
ま
し
た
が
、
意
見
集
約

に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
第
４
小
委
員
会
】
上
尾
、
伊
奈
両
市
町

に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
を
求
め
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

小
委
員
会
か
ら
の
報
告

【
第
１
小
委
員
会
】
合
併
の
期
日
は
、
２

０
０
０
年
度
中
を
目
標
と
す
る
こ
と
で
一

定
の
意
見
集
約
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
具

体
的
な
期
日
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
定

数
・
任
期
と
相
互
に
関
連
が
深
い
た
め
一

括
し
て
審
議
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

【
第
３
小
委
員
会
】「
当
面
の
問
題
」
と

「
将
来
の
問
題
」
に
分
け
て
協
議
し
ま
し

た
が
、意
見
集
約
に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
第
４
小
委
員
会
】
上
尾
、
伊
奈
両
市
町

の
首
長
、
議
長
、
特
別
委
員
長
が
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
出
席
し
「
６
・
25
合
意
を
踏
ま
え
、

上
尾
、
伊
奈
の
問
題
も
ご
理
解
い
た
だ
き

た
い
」
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
「
３
市
合
併
後
に
両
市
町

の
意
向
を
確
認
の
上
、
政
令
指
定
都
市
を

目
指
す
こ
と
が
現
状
の
認
識
」
と
確
認
さ

れ
ま
し
た
。

小
委
員
会
か
ら
の
報
告

【
第
１
小
委
員
会
】
合
併
の
期
日
は
、
２

０
０
０
年
度
中
を
目
標
と
し
つ
つ
、
４
月

も
考
慮
に
入
れ
、
市
民
に
影
響
の
少
な
い

時
期
を
選
ぶ
こ
と
と
し
ま
し
た
。「
議
員

の
定
数
及
び
任
期
」
は
、
期
日
と
の
関
連

の
中
で
、
さ
ら
に
協
議
し
て
い
く
こ
と
と

し
ま
し
た
。

【
第
２
小
委
員
会
】
新
市
名
検
討
委
員
会

の
「
新
市
名
称
選
考
結
果
」
を
も
と
に
新

市
名
称
を
協
議
し
ま
し
た
が
、
意
見
集
約

に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
第
３
小
委
員
会
】「
当
面
の
問
題
」
と

「
将
来
の
問
題
」
に
分
け
て
協
議
し
ま
し

た
が
、意
見
集
約
に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
第
４
小
委
員
会
】
審
議
事
項
の
優
先
順

位
を
協
議
し
ま
し
た
。

小
委
員
会
か
ら
の
報
告

【
第
１
小
委
員
会
】
合
併
の
期
日
は
、
２
０

０
０
年
度
中
を
目
標
と
し
つ
つ
、
５
月
１

日
も
考
慮
の
う
え
市
民
に
影
響
の
少
な
い

時
期
を
選
ぶ
こ
と
と
し
ま
し
た
。「
議
員

の
定
数
及
び
任
期
」
は
、
合
併
特
例
法
を

適
用
し
、
現
在
の
議
員
が
責
任
を
持
っ
て

政
令
指
定
都
市
実
現
を
図
っ
て
い
く
べ
き

と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
ま
し
た
。

【
第
２
小
委
員
会
】
新
市
名
称
案
と
し
て

絞
り
込
ま
れ
た
「
さ
い
た
ま
市
」「
大
宮

市
」
の
２
案
に
つ
い
て
選
考
し
た
結
果
、

「
さ
い
た
ま
市
」
に
決
定
し
ま
し
た
。

【
第
３
小
委
員
会
】
新
市
の
事
務
所
の
位

置
は
、
当
分
の
間
、
現
在
の
浦
和
市
役
所

の
位
置
と
す
る
こ
と
で
合
意
し
ま
し
た
。

【
第
４
小
委
員
会
】
上
尾
、
伊
奈
両
市
町

の
首
長
、
議
長
、
特
別
委
員
長
が
再
度
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
出
席
し
、
政
令
指
定
都
市
の

区
割
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

（
伊
奈
町
は
助
役
が
代
理
出
席
）
ま
た
、

今
後
、
政
令
指
定
都
市
へ
の
円
滑
な
移
行

準
備
体
制
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
協
議
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
新
市
の
名
称

「
さ
い
た
ま
市
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

●
新
市
の
事
務
所
（
市
役
所
）
の

位
置

当
分
の
間
、
現
在
の
浦
和
市
役
所
の
位

置
と
な
り
ま
し
た
。

（
詳
細
は
、
第
３
小
委
員
会
合
意
事
項

P5
参
照
）

●
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（1）
ー

２
／
市
民
窓
口
業
務
等
２
事
業

市
民
窓
口
業
務
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
を
観
点
に
統
合
ま
た
は
再
編
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
な
お
、
支
所
・
出
張
所

の
配
置
等
は
現
行
の
と
お
り
で
す
。

ご
み
処
理
事
業
は
、
ご
み
の
減
量
化
・

資
源
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
低
下
を
生
じ
な
い
よ
う
に
再
編

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
手
数
料
の
取
扱
い

手
数
料
に
つ
い
て
は
、
３
市
に
お
け
る

こ
れ
ま
で
の
料
金
改
定
の
経
緯
や
受
益
者

負
担
の
原
則
を
基
本
に
、
サ
ー
ビ
ス
に
対

す
る
適
正
な
負
担
額
を
決
定
し
、
合
併
時

に
統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（2）
ー

３
／
そ
の
他
事
務
事
業

独
自
の
事
務
事
業
は
、
従
来
か
ら
の
経

緯
・
実
情
を
考
慮
し
調
整
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
同
一
ま
た
は
類
似
す
る
事
務
事

業
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な

い
よ
う
留
意
し
な
が
ら
、
合
理
化
・
効
率

化
に
努
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
組
織
・
機
構
の
取
扱
い

市
民
の
利
便
性
や
地
方
分
権
へ
の
柔
軟

な
対
応
等
を
基
本
に
、
合
併
６
か
月
前
ま

で
に
調
整
す
る
こ
と
と
し
、
職
員
定
数
は

現
行
の
と
お
り
と
し
ま
し
た
。

●
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い

被
保
険
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
均
一

化
や
負
担
の
公
平
に
留
意
し
、
速
や
か
に

統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
条
例
・
規
則
の
取
扱
い

各
協
議
項
目
の
調
整
方
針
に
基
づ
き
統

一
を
図
り
、
新
市
の
事
務
事
業
に
支
障
を

き
た
さ
な
い
よ
う
整
備
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

●
埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
取
扱

い
（2）
／
事
務
事
業
の
取
扱
い

企
業
団
の
行
っ
て
い
た
事
業
を
新
市
が

行
う
際
に
必
要
な
事
項
は
、地
方
自
治
法
、

地
方
公
営
企
業
法
及
び
新
市
の
規
程
等
に

よ
っ
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
な

お
、
個
別
事
業
の
調
整
方
針
は
、
原
則
的

に
企
業
団
特
有
の
事
業
は
現
行
の
と
お
り

と
し
、
３
市
と
同
一
ま
た
は
類
似
す
る
事

業
は
、
３
市
の
調
整
方
針
を
基
に
合
併
時

ま
で
に
調
整
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

３
市
の
市
長
が
別
に
協
議
し
て
定
め
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
取
扱

い
（3）
／
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

３
市
の
市
長
が
別
に
協
議
し
て
定
め
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い

３
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委

員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る

法
律
の
規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
１
年
間

引
き
続
き
新
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に

よ
る
委
員
と
し
て
在
任
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

●
財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
ま

し
た
。

●
埼
玉
県
南
水
道
企
業
団
の
取
扱

い
（4）
／
財
産
の
取
扱
い

す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
ま

し
た
。
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合併推進
協議会
2000.2.25

第20回
合併推進
協議会
2000.3.28

第21回
合併推進
協議会
2000.4.24

第18回
合併推進
協議会
2000.1.26

第17回
合併推進
協議会
1999.12.22

8

合
併
推
進
協
議
会
の
協
議
結
果
の
詳

細
は
、
合
併
協
議
会
事
務
局
に
て
閲

覧
で
き
ま
す
。


